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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
の
期
日
（
三
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
代
理
者
（
三
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
開
催
場
所
及
び
日
時
（
三
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

（
三
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
見
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
三

六
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
（
三
七
）
…
…
…
…
…
２

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
三
八
）
…
…
…
…
…
…
２

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
三
九
）
…
…
…
…
…
２

選
挙
長
告
示

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び

日
時
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
選
管
告
示
第
三
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
知

事
選
挙
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
期
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
七
日

秋
選
管
告
示
第
三
十
三
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す

べ
き
者
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
公
職
選
挙
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
選

任
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
選
挙
長

秋
田
市
大
町
四
丁
目
三
番
四
十
四
号
　
田
　
中
　
伸
　
一

二
　
選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
八
橋
イ
サ
ノ
一
丁
目
六
番
十
号
　
岩
　
本
　
孝
　
一

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
四
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
開
催
場
所
及
び
日
時

を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定

め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
正
庁

二
　
日
時
　
平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
　
午
前
九
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
五
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
等
の
掲
載
の

順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第

百
六
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
七
年
四
月
二
日
　
午
前
九
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
六
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
順
序
を

定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省

告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

１

ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
　
午
後
五
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
七
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の

制
限
額
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同

条
第
二
項
並
び
に
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
三
〇
、
九
四
六
、
一
〇
〇
円

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数
）
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
の
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
四
、
九
一
五

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
七
一
六

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
九
六
七

大
館
市
　
　
　
　
一
八
、
〇
六
九

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
五
七

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
三
三
八

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
三
三
六

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
四
四

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
五
四
四

北
秋
田
郡
　
　
　
一
七
、
九
一
五

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
二
五
三

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
八
八
三

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
一
九
五

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
七
九
五

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
六
六
三

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
三
九
二

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
四
六
五

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
を

次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
二
七
五

二
　
三
分
の
一
の
数
　
　
二
二
七
、
二
八
八

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
、

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
選
挙
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
正
午
前

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
議
会
棟
大
会
議
室

二
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
正
午
以
降

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
執
行
の
秋
田
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ

き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第

七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の

で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

２

選

挙

長

告

示
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秋
田
県
知
事
選
挙
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
　
午
前
九
時
三
十
分

３
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目
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